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①無理のない年間90時間の配当

②多様な運動の導入

③十分な運動時間を確保する「大単元」方式と，「主単元」「副単元」方式

④保健の扱い…「２～３週にわたって運動ができない設定は避ける」配慮を

①無理のない年間90時間の配当
　平成10(1998)年12月に，現行の「小学校学習指導要領」が告示された。施行は平成14年４月１日で，現在に至っている。

　この改訂で，それまでの体育科の年間授業時数105時間が（第1学年は102時間）90時間に削減された。つまり，それまで毎週３回体育の授業を組むことが保障されていたものが（週３時間×年間35週＝105時間：第１学年は年間34週；102時間），そうはいかなくなり，年間指導計画や時間割を考えるにあたっては，何らかの工夫が必要となった。これは，学習指導要領の「授業時数等の取扱い」の中でもふれられているように，授業の１単位時間の弾力化や，各学校の創意工夫を生かした弾力的な時間割の編成といった考え方で対処するよう求められている。

これらの模索は，本誌『こどもと体育』で「移行期における年間計画の工夫」と題して２回にわたって特集し(113・114号：平成12年５月および７月発行)，「モジュール方式」や「２年間計画」などの創意工夫が紹介されている。

　新版『体育の学習』では，年間指導計画を立案するにあたって，できるだけ普遍的で単純な方式を採用，紹介することに心がけた。立案の基本は弾力的な時間割の編成の考え方で，「２週単位の時間割」方式を採用した｡モジュール方式はとらず，１単位時間は１年から６年まで45分としている。

　年間35週のうち，体育を週２時間しか取れないのは15週である（105時間－90時間＝15時間）。この15週，つまり「体育・週２時間」をどこに割りふるかということである。

　最も単純なのは，年度始めと終わりに「週２時間」の15週分を２分して割りふる方式である(Ｂ２判「小学校体育科年間指導計画例」ウラ面のＢ案)。「週２時間」と「週３時間」の２つのユニットを基本にする考え方は，地域の気候や学校独自の行事を考慮して作成する場合，最も簡単に調整・作成できる方式である（雨季を考慮したのがＣ案）。

『体育の学習』は，この単純な方式をとらず，１年を通じてできるだけ満遍なく体育の時間を配当する，児童にすれば年間を通じて満遍なく体育の授業を楽しめることを考慮し，「２週５時間」と「週３時間（２週６時間）」の２つのユニットを基本においた「２週単位の時間割」方式の計画例とした。

そして，気候のよい９月，10月に「週３時間」を集中させ，その他の月は「２週５時間」とした。

また，「２週５時間」を，例えば１･３･５年は「３時間＋２時間」，２･４･６年は「２時間＋３時間」というように学年でずらすことによって，体育施設の重なりを軽減する手立てにもなる。

　新版『体育の学習』の年間指導計画はあくまでも例であるので，「週２時間」の15のユニットをどこに置くかは，本案を参考に，地域や学校の実情に応じて立案していただきたい。

②多様な運動の導入

　学習指導要領の各学年の「内容の取扱い」の中に「学校や地域の実情に応じて多様な運動も指導することができるようにする」とあるように，これまで各学年ごとに運動種目名を例示してきたことを一部改め，運動を弾力的に取り上げ，特色ある授業づくりへと方向転換を図っている。

　新版『体育の学習』では，これをうけて，特にボールゲーム(ボール運動)で大幅な改訂を行った。

 (１)「陣取り型ゲーム」の導入

　具体的には，１･２年に「ボール運びゲーム」，３年，５年に「タグラグビー」を新しく導入した。ソフトラグビーボールを使用し，相手のタックル(タックルのかわりにタグを取る，ノンタックル)をかわして，相手ゴールまでボールを運ぶゲームである。ルールが単純なうえ，ドリブルなどの高度なボール扱いもないので，誰もが楽しめるゲームといえる。

(２)３･４年生の「サッカー型ゲーム」でウイングサッカーとグリッドサッカーを紹介
　中学年の「○○型ボールゲーム」の内容として，児童の発達段階を考慮し，児童が意欲と関心をもって楽しめる以下の運動種目を取り上げた。

・サッカー型ゲーム…ウイングサッカー(３年)とグリッドサッカー(４年)

・バスケット型ゲーム…ハンドボール(４年)

・ベースボール型ゲーム…ティーボール(３年)

・バレーボール型ゲーム…ソフトバレーボール(４年)

・陣取り型ゲーム…タグラグビー(３年)

(３)ボール遊び(用具の操作)で，Ｇボールを取り上げた

　学習指導要領では，ボールを操作する運動（ボール遊び）をボールゲームの一部として取り扱うこととしているが，近年，さまざまなボールが開発され普及していることから，運動内容として位置づけ，あわせて「Ｇボール」を使った運動遊びを紹介した。

③十分な運動時間を確保する「大単元」方式と，「主単元」「副単元」方式
　運動の特性が明確で，学習を深めやすい運動を「主単元」とし，それに十分な時間(７～10時間)をかけて児童が存分に運動に取り組めるよう「大単元」を多く設けた。

　発達段階の関係から，学習を深めにくいが経験させる必要のある，主単元以外の運動を「副単元」として位置づけ，副単元は主単元と組み合わせて扱う「組み合わせ単元」構成とした。

　主単元の中でも，学年によってその時期(学年)に学習しやすい運動を重視する観点から「重点単元」の考え方をとり，特にその単元の規模を大きくした（３年の鉄棒運動…６時間と４時間の２回扱いの計10時間／５年のサッカー…10時間扱いなど）。逆に，運動の特性が明確でもその時期に運動を深めにくいと思われる高学年の鉄棒運動は，「副単元」扱いとして位置づけている。

　なお，「大単元」を多く設けることから派生している，３つの運動内容の組み合わせ単元については，１単位時間の中で３つの運動を取り上げることは避け，組み合わせの中の２つの「副単元種目」を単元の前半と後半に位置づけ，１単位時間の中では２つの運動種目を行うように配慮されたい。

（例：2年「折り返しリレー⑤＋高とび③＋なわとび①」９時間扱いは，前半７時間で高とびと折り返しリレーを行い，後半の２時間はなわとびと折り返しリレーを行う）

④保健の扱い…「２～３週にわたって運動ができない設定は避ける」配慮を

　保健（３～６年）の配当時数は，各学年とも３～５時間の単元規模であるが，２週から３週にわたって連続して年間計画の中に位置づけることを避け，例えば３年「健康な生活」４時間は，８時から24時の17時間の中で計画するよう，ゆるやかな表し方（時間を縦で区切らず，横に帯状で表現）している。

　これは，著しい成長期にある児童が，２～３週間にわたって運動ができない設定は好ましくないと考えたからで，保健の単元内容を考慮しつつも，週１回は運動の時間を確保するなどの配慮をお願いしたい｡
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